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 質　問　事　項 
 

№　１　

　チャレンジ事業について

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

　本市では、職員の提案による「チャレンジ事業」を、市長の指示の下、令

和５年度から実施しています。本事業は、職員の新たな発想や斬新なアイデ

アを市政に生かし、意欲の喚起やチャレンジする職場風土の醸成を図るとと

もに、市民サービスの向上や市のブランド価値の向上につなげることを目的

としています。これまで、児童館開館時間延長事業や子育て支援センターの

機能充実など、様々な市民サービスの向上につながる取組が見られ、本事業

は、本市における新たな施策創出の有効な仕組みであると考えます。 
　一方で、市民の視点による提案を市政に生かすことは、更なる市民サービ

スの向上と魅力あるまちづくりにつながるものと考えます。そこで、チャレ

ンジ事業の成果と課題を確認するとともに、本事業の更なる発展に向け、市

民提案枠の創設を提案したいと考え、以下質問します。 
 
（１）　これまでの取組や成果について 
　　　　チャレンジ事業のこれまでの取組や成果について伺います。 
 
（２）　課題について 
　　　　チャレンジ事業を実施する中で明らかになった課題について伺いま

す。 
 
（３）　今後の方向性について 
　　　　今後のチャレンジ事業の更なる発展に向けた取組について、市の考

えを伺います。 
 
（４）　市民提案枠の創設について 
　　　　市民の視点による新たな発想や提案を市政に生かしていくことも、

市政への理解や信頼の向上、市民協働の推進にも寄与するものと期待

されます。市民サービスの向上や魅力あるまちづくりの推進につなげ

るため、市民提案枠の創設を提案したいと考えますが見解を伺いま

す。
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 質　問　事　項 
 

№　２　

　不登校児童生徒の学びの成果を適切に評価する取組について

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

　令和６年度の小・中学校における不登校児童生徒数は約 35 万４千人と過去

最多となりました。不登校児童生徒にとって、学校外や自宅等において主体

的に学習へ取り組むことは、将来の進路選択や社会的自立に向けて重要で

す。一方で、これまで不登校期間中の学習成果が十分に評価されず、進路選

択に影響する場合があることが課題とされており、文部科学省は令和６年８

月、義務教育段階の不登校児童生徒について成績評価を行うに当たっては、

文部科学大臣が定める要件の下で、不登校児童生徒が学校外や自宅等で行っ

た学習の成果を考慮することができることを法令上に規定しました。法令改

正を踏まえた令和６年度の調査では、全国で約８万１千人の不登校児童生徒

について、学校外等での学習成果が指導要録に反映されていることが確認さ

れています。本市においても、不登校児童生徒の学びの成果を適切に評価す

る取組が必要と考え、以下の点について伺います。 
（１）　不登校児童生徒の現状について 
　　　ア　教育支援ルーム及び校内教育支援ルームの利用状況について 
　　　イ　学校外や自宅等での状況把握について 
　　　　　学校外や自宅等において学習に取り組んでいる不登校児童生徒の

状況をどのように把握していますか。 
（２）　不登校児童生徒の学習成果の評価に関する制度について 
　　　　文部科学省が令和６年８月に示した、不登校児童生徒の学習成果を

指導要録に反映できるとした制度改正の内容について、本市の認識に

ついて伺います。 
（３）　学習成果の評価の現状について 
　　　　本市において、学校外や自宅等で行った学習成果を指導要録に反映

している事例など、評価の現状について伺います。 
（４）　不登校児童生徒の学びの成果を適切に評価することについて 
　　　　不登校期間中の学習成果を適切に評価することは、児童生徒の自己

肯定感の向上や進路選択において重要であると考えますが、本市の見

解を伺います。 
（５）　今後の取組について 
　　　　文部科学省の制度改正を踏まえ、本市においても、不登校児童生徒

が学校外や自宅等で行った学習成果を適切に評価する取組を進めるべ

きと考えますが、今後の取組について、見解を伺います。
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 質　問　事　項 
 

№　３－１　

　ごみ集積所の適正管理に向けた取組について

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

　ごみ集積所は市民生活を支える重要な生活基盤であり、その適正な維持管

理は生活環境の保全のみならず、安全で安心なまちづくりに不可欠です。ご

み集積所に関しては、住宅開発や区画整理に伴う集積所の移設、町内会が設

置したごみボックスを未加入者が利用する問題、分別不徹底や不法投棄、カ

ラス被害による散乱など、実に様々なお困りごとの声が寄せられます。本市

では「ごみ集積所維持管理の手引き」を整備しているものの、管理の多くが

地域の自主的取組に委ねられているのが現状です。以前、他会派の議員の質

問に対し、市民からの様々なごみ集積所に関する問合せや要望に対し分かり

やすく丁寧な対応ができるよう、ごみ集積所の適切な管理方法について検討

していく方針が示されました。他自治体では、市が主体的に関与し、適正管

理を行うごみ集積所や自治会を表彰する制度や、デジタル技術を活用した位

置情報管理や不法投棄通報システムなどを導入し、課題解決を図っている自

治体もあります。そこで、本市におけるごみ集積所の適正管理に向けた取組

について、以下の点について伺います。 
（１）　ごみ集積所の設置・維持管理の現状について 
　　　　本市のごみ集積所の設置状況や維持管理の現状について伺います。 
（２）　ごみ集積所を巡る課題認識について 
　　　　本市に寄せられる相談・苦情・要望の内容と傾向について、また市

として把握している主な課題について伺います(ごみ集積所の維持管理

状況・収集の課題・登録箇所の把握等)。 
（３）　ごみ集積所の適正管理を促進するための今後の取組について 
　　　ア　適切な管理方法の検討状況について 
　　　　　以前、他会派の議員の質問に対し、市民からの様々なごみ集積所

に関する問合せや要望に対し分かりやすく丁寧な対応ができるよ

う、ごみ集積所の適切な管理方法について検討していくとの答弁が

ありましたが、その後の検討状況について伺います。 
　　　イ　表彰制度について 
　　　　　優良な管理が行われているごみ集積所や自治会を表彰する制度を

導入し、地域の自主的な取組を評価することで、市全体の環境美化

の推進につなげている事例があります。表彰制度のお考えについて

伺います。
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 質　問　事　項 
 

№　　３－２　　　

　ごみ集積所の適正管理に向けた取組について

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

　　　ウ　デジタル技術の活用について 

　　　　　位置情報管理や不法投棄を通報するシステム等を導入し、デジタ

ル技術を活用して課題解決を図っている自治体もあります。ごみ集

積所の適正管理を促進するためのデジタル技術の活用についてお考

えを伺います。
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